
「北海道健康増進計画 すこやか北海道２１」 素案（案）から素案への修正点について 

素案 素案（案） 

第４章 健康づくりの推進 

２ 役割分担 

（１）道 

道は、市町村や医療関係団体をはじめ、医療保険者、学校保健関係者、

産業保健関係者、健康づくりに取り組む団体などと連携を強化し、本計画

が目指す「健康寿命の延伸」と「健康格差の縮小」の実現に向け、道民の

健康増進のための取組を一体的に推進します。 

広域な本道の健康課題に対応し効果的な健康づくりを推進するため、生

活習慣病に関連する死亡や特定健康診査・問診等のデータ等を活用し、地

域における健康課題を定期的に明らかにするとともに、先進的な取組の情

報収集、横展開の促進など健康格差の縮小に向け取り組みます。 

また、本計画の推進に当たっては、北海道健康づくり推進協議会や地域・

職域連携推進部会、受動喫煙防止対策専門部会等を活用し、関係者の役割

分担や連携のもと、取組の推進方策を検討していきます。 

このほか、地域の健康課題に対応し保健所は、第二次保健医療福祉圏ご

とに北海道健康増進計画を踏まえた行動計画を作成し、市町村健康増進計

画の策定及び推進支援を行うほか、地域の健康や生活習慣の状況の把握に

努めるとともに、地域・職域連携推進会議等を活用し、市町村や医療保険

者などをはじめ関係機関と連携しながら、地域の実情に応じた推進体制の

構築を図ります。 
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